
基幹水利施設管理技術者育成支援事業（継続）

１．趣 旨

（１）ダム、頭首工、排水機場及び用水機場の基幹水利施設（以下「基幹水利施設」とい

う の管理は 近年の社会経済情勢の変化や技術的進展等へ的確に対応し 安定した。） 、 、

水供給や安全な管理、環境との調和への配慮、予防的な保全対策等による施設の長寿

命化等といった効率的な施設機能の維持・確保やＩＴ関連等新技術の活用により、一

層効率的な管理体制の整備を図ることが求められている。

（２）このような情勢を踏まえ、基幹水利施設の適正かつ効率的な管理を図るためには、

管理主体である土地改良区等の管理技術能力の向上を図ることが不可欠である。

（３）このため、土地改良区等の管理技術者に対し、施設の維持保全及び管理の効率化等

に関する管理技術について、都道府県土地連による現地での指導・援助及び全土連に

よる研修事業を一体的に実施することにより、土地改良区等における管理技術者の育

成確保を図るものである。

２．事業内容等

（１）指導・援助事業

社会経済情勢の変化や管理に関する技術的進展に的確に対応する観点から、以下の

管理技術の指導及び援助を実施する。

①施設の機能の保持及び安全性の確認に関すること

②管理技術の向上及び管理の効率化に関すること

③施設の操作運転、点検及び整備に関すること

④施設の整備補修工事の設計、水利権更新の業務及び施設機能等の報告に関すること

⑤施設の予防的な保全対策に関すること

（２）技術強化事業

土地改良区等の管理技術者に対し、土地改良施設の適正な機能の確保、管理の効率

化及び施設の予防的な保全対策に関する管理技術・専門知識等の研修を実施し、施設

管理技術者の育成・強化を図る。

３．事業実施主体等

（１）事業主体

２（１） 都道府県土地改良事業団体連合会

２（２） 全国土地改良事業団体連合会

（２）補助率

２（１） ３／１０

２（２） 定額

（３）事業実施期間

平成１８年度～平成２２年度

４．平成１９年度概算決定額

２３８，１２９（２６６，０１７）千円

【担当課：農村振興局整備部水利整備課施設管理室】


